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極度額増額登記 

 

義務者（不動産所有者） 権利者（金融機関等） 

 
１．権利証（又は登記識別情報） 
２．印鑑証明書 
３．委任状（実印） 
４．資格証明書又は会社謄本 
（所有者が会社の場合） 

 
 

 
１．変更契約書 
（又は登記原因証明情報） 
２．委任状       
３．資格証明書又は会社謄本 
 

 
※ P３の設定と全く同じ 
但し、後順位者の承諾書が必要な場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録免許税 極度額増額分の１，０００分の４ 


